
「新通達０１２８号、０３０９号を理解する」
　　１月２８日に　『「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」の一部改正について』が発表されました。
　その文頭が「今般、社会福祉事業の主たる担い手である社会福祉法人の自主的・自律的な経営を推進する観点から運営費の一層の弾力運用を図ることとし、平成１６年度運営費から適用する。」という言葉で始まる歴史的な通達でした。
　そして、それを受けた形で３月９日に、保育所向けに『「保育所運営費の経理等について」の一部改正について』が発表されました。
　この２つの通達について考証してみましょう。
１月２８日通達について
１．運営費の弾力運用が認められる条件について
　　①適正な法人運営が確保されていること。
　　②適切な入所者処遇及び適正な職員処遇が実施されていること。
　　③社会福祉法人会計基準に基づく財産目録、貸借対照表、及び収支計算書が公開されていること。
　④苦情処理の第三者委員の設定及び適切な対応を行っているか、又は第三者評価を受審し公表を行っていること。
２．運営費の使途範囲について
　　①人件費積立金と施設整備等積立金（新たに創設、従来の修繕及び備品等購入積立金を統合）に積み立てても良い。
　　　施設整備等積立金は、土地取得に要する費用に使っても良い。
　　②各積立金を目的外に使用する場合、理事会において承認されれば使用して差し支えない。
　　③福祉医療機構からの借入金の償還金及び利息に民改費の管理費を充てても良い。
　
３．前期末支払資金残高の取扱いについて
　　理事会の承認を得て、前期末支払資金を次の経費に充当することができる。
　　①法人本部の運営に要する経費
　②同一法人が運営する他の１種・２種社会福祉事業の施設の運営に要する経費
 　 ③公益事業のうち規模が小さく、施設の運営と一体的に行われている事業及び指定居宅サービス事業の運営に要する経費
　　　　なお、当期末支払資金残高は当該年度の運営費（措置費）収入の３０％以下の保有となる。
４．これまで法人本部で取り扱ってきた処理を各施設会計において行うことになった。
　　①基本財産の土地建物に関する支出
　　②基本財産の建物に関わる減価償却費
　　③国庫補助金の扱い
　　④施設整備に関わる補助金
　　⑤施設整備に関わる借入金
　　⑥退職給与引当金に関する処理
３月９日通達について
　保育所に対する通達は、条件が違う施設を複層的に記載しているため、一見複雑になっているように見えるので、年次的に追って説明します。
１．健全な施設運営・諸規程整備・職員児童の適正な処遇（詳細規定有り）を行っていると認められるものであれば、人件・修繕・備品の積立金をすることができる。ただし、目的外使用の場合は事前協議が必要である。
２．１に加え、時間外や低年齢時受入等の特別保育を行っている場合は、民改費相当額を弾力運用でき、又「保育所施設・設備整備積立金」を設けることができる。
３． 上記１、２については平成１２年３月３０日の２９９号通知の内容である。
　
４．２に加え、新会計資金収支計算書の公開、第三者評価又は苦情解決制度の実施を行っている場合は、運営費の３か月分の弾力運用が可能となる。
これは平成１６年３月３０日に出された２９９号の改正である。ただし、今回１７年３月９日の通達で一部変更された。それは、弾力運用するにあたり、条件とされていた「第三者評価を受審・公表するか、それが難い場合は苦情解決の第三者委員の設置及びその公表を行うことを条件とし、原則として３年以内に第三者評価の受審・公表を行うこと」とされていたのが、「原則として３年」がなくなり、両者のいずれかが整っていればよいというふうに後退している。これは、巷間伝えられる第三者評価機関の体制が十分でないことを表していると思われる。
５．４の条件を満たしている場合は、修繕・備品積立金を廃止して保育所施設整備積立金に統合し、またその目的外使用に関しては理事会の決定事項とされた。この項は、本年３月７日の決定である。
６．前期末支払い資金残高の取扱いは、今回の新通達の最大の特徴となっている。つまり、４の条件を満たせば、社会福祉法人である場合は理事会の承認を得た上で以下の経費に充当することができる。
　　①　法人本部の運営に要する経費
  ②　同一の法人が運営する第１種・第２種の社会福祉事業及び子育て支援事業の運営及び施設整備等に要する経費
　　③　同一法人が運営する公益事業（保育所の運営と一体的に行われている事業）及び指定居宅サービス事業
   　ただし、当期末支払い資金残高は、当該年度の運営費３０％以下の保有とする、と規定されている。つまりこの内容は無益に繰越金で保有するのではなく、保育所の人件・施設整備の積立金や同一法人が経営する他の施設の経費及び法人本部の経費にも有効に資金運用することを指し示している。
７．運営費の経理に係る指導監督に関しては、従来どおり、５％の実質繰越であった場合に資金収支分析表の提出を求めている。その点については前述したように新会計というものが将来のために資金を用意しておかなければならない会計であることを考えればまったくばかげたことと言わざるをえない。幸いにして児童養護施設をはじめとする措置支弁施設では廃止されたが、保育所だけがいまだにこのような時代錯誤の提出物を求められていることは理解できません。次年度には冷静な行政官が現れ、廃止されることは間違いないでしょう。それぐらいの良識は厚生労働省にも有ると思われます。しかしながら、保育所においては、やむをえず馬鹿げた資金収支分析表を提出せざるをえないという現状で、私なりに考えてみました。ご興味がある方はご連絡いただきましたらメールで送らせていただきます。（エクセル文書）
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